
○東海村自主防災組織活動事業費補助金交付要綱  

平成１９年３月３０日 

告示第８５号 

改正 平成２２年１１月１５日告示第１１７号  

平成２４年４月１９日告示第４９号 

令和２年２月２０日告示第２１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，災害時における自発的な初期消火，避難誘導等の

活動を行うことを目的として地域住民が自主的に組織した防災組織

（以下「自主防災組織」という。）の活動に要する経費に対し，予算

の範囲内において補助金を交付することについて，東海村補助金等交

付規則（平成１８年東海村規則第４３号）に定めるもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 

（平２４告示４９・全改） 

（補助事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は，自主防災組織活動事業とし，補助金の交付の対象となる経費及び

補助金の額は，別表のとおりとする。 

（平２４告示４９・全改） 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織（以下「補助団体」

という。）は，東海村自主防災組織活動事業費補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて，補助事業を実施する日の３０

日前までに村長に提出しなければならない。  

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 自主防災組織の規約 

（補助金の交付の決定等） 



第４条 村長は，前条の規定による申請があったときは，当該申請に係

る書類等を審査の上，補助金の交付の適否を決定し，東海村自主防災

組織活動事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）によ

り補助団体に通知するものとする。 

２ 村長は，前項の規定により補助金の交付を決定する場合において，

補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは，次

に掲げる事項につき条件を付することができる。 

（１） 補助事業に要する経費の配分の変更（当該経費の配分予算額

が２０パーセントを超える増減をいう。）をする場合においては，

村長の承認を受けること。 

（２） 補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合にお

いては，村長の承認を受けること。 

（３） 補助金を他の目的に使用しないこと。  

（４） 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，村長の承

認を受けること。 

（５） 防災資機材を活用した定期的（年１回以上）な訓練及び点検

を行うこと。 

（６） 地域の実態（危険物，危険地域，避難場所，水利等）を常に

把握しておくこと。 

（７） 補助事業により作成した「地域防災マップ」を，自主防災組

織の在する地域住民に配布し，及び有効に活用すること。  

（８） 補助事業により作成した「地域防災マップ」が，地域の実情

と相違するようになったときは，自主防災組織自ら，実状に合うも

のを再度作成するように努めること。  

（決定の取消し） 

第５条 村長は，補助団体について次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは，補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 



（１） 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助事業の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法

令等又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。  

２ 村長は，前項の規定により交付の決定を取り消したときは，東海村

自主防災組織活動事業費補助金交付決定取消通知書（様式第５号）に

より補助団体に通知するものとする。 

（補助事業の変更申請等） 

第６条 補助団体は，その者の責めに帰すべき事情により，第４条第２

項第１号に掲げる補助事業に要する経費の配分の変更及び同項第２号

に掲げる補助事業の内容の変更（以下「補助事業の変更」という。）

並びに同項第４号に掲げる補助事業を中止し，又は廃止しなければな

らない事由が生じる場合は，速やかに，補助事業の変更にあっては東

海村自主防災組織活動事業費補助事業変更承認申請書（様式第６号）

により，補助事業の中止又は廃止にあっては東海村自主防災組織活動

事業費補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）により村長の

承認を受けなければならない。 

２ 村長は，前項の規定による申請があったときは，当該申請内容を審

査し，補助事業の変更にあっては東海村自主防災組織活動事業費補助

事業変更承認（不承認）通知書（様式第８号）により，補助事業の中

止又は廃止にあっては東海村自主防災組織活動事業費補助事業中止

（廃止）承認通知書（様式第９号）により補助団体に通知するものと

する。 

（実績報告） 

第７条 補助団体は，補助事業が完了したとき又は前条第２項の規定に

より補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは，補助事業が

完了した日若しくは補助事業の中止若しくは廃止の承認の通知を受け

た日の翌日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月３１



日のいずれか早い日までに，次に掲げる書類を添えて村長に提出しな

ければならない。 

（１） 東海村自主防災組織活動事業費補助事業実績報告書（様式第

１０号） 

（２） 収支決算書（様式第１１号） 

（３） 支出を証明する書類の写し 

（補助金の額の確定等） 

第８条 村長は，前条の規定による報告を受けたときは，当該報告に係

る書類を審査の上，交付すべき補助金の額を確定し，東海村自主防災

組織活動事業費補助金確定通知書（様式第１２号）により補助団体に

通知するものとする。ただし，補助金の交付確定額が交付決定額と同

額である場合は，この限りでない。 

（補助金の交付の時期及び請求） 

第９条 村長は，補助団体が補助事業を完了した後において補助金を交

付するものとする。ただし，村長が必要と認めるときは，補助事業の

完了前に補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。  

２ 補助団体は，補助金の交付を請求しようとするときは，東海村自主

防災組織活動事業費補助金交付請求書（様式第１３号）により，村長

に請求しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１０条 村長は，概算払で交付した補助金の額が第８条の規定により

確定した補助金の額を超えているときは，東海村自主防災組織活動事

業費補助金超過交付分返還通知書（様式第１４号）により，第５条第

２項の規定による交付の決定の取消しを決定した場合又は第６条第２

項の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を決定した場合に

おいて，既に補助金が交付されているときは，東海村自主防災組織活

動事業費補助金取消（補助事業の中止・廃止）分返還通知書（様式第

１５号）により，期限を定めて，返還を命じるものとする。  



（令２告示２１・一部改正） 

（財産の処分制限期間） 

第１１条 補助団体は，補助を受けて取得した防災用の資機材（以下「財

産」という。）を補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換

し，貸し付け，又は担保に供してはならない。ただし，財産を取得し

た年度から５年を経過した場合は，この限りでない。  

（証拠書類の保存） 

第１２条 補助団体は，補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿及び関係書類を整備し，当該補助年度の翌年度から起算して５年間

保存しなければならない。 

２ 補助団体は，自主防災組織台帳を常備し，組織の内容，地域の実態，

活動の状況及び防災資機材の整備状況等組織の実状を常に明らかにし

ておかなければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，村長が別に定

める。 

附 則 

この告示は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年告示第１１７号） 

この告示は，公布の日から施行し，平成２２年４月１日から適用する。  

附 則（平成２４年告示第４９号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

附 則（令和２年告示第２１号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（平２４告示４９・全改） 

補助金の交付の対象となる経費 補助金の額 

１ 防災カルテ，地域防災マップ，啓発等のポス 結成初年度 



ター，パンフレット等の作成に要する経費  

２ 防災知識，技術の習得に要する経費 

３ 防災訓練に要する経費 

４ 情報収集伝達用具，初期消火用具，救出用具，

救護用具，避難誘導用具，給食給水用具その他

自主防災組織の整備に必要な資機材及び備蓄食

料の購入に要する経費 

５ その他自主防災組織の結成及び活動に要する

経費 

５０，０００円以内 

結成の翌年度以降 

９６，０００円以内 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第６条関係） 

様式第９号（第６条関係） 

様式第１０号（第７条関係） 

様式第１１号（第７条関係） 

様式第１２号（第８条関係） 

様式第１３号（第９条関係） 

様式第１４号（第１０条関係） 

様式第１５号（第１０条関係） 

 


